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ゾーン配置の考え⽅

➢ 漁港ゾーン、ボートパーク
ゾーンに隣接し、敷地中央
の⽔⾯から⻄側にかけた範
囲を、活性化の拠点となる
「交流・賑わいゾーン」と
位置づける。

➢ 交流・賑わいゾーン北⻄側
⽔域を親⽔ゾーンとする。

➢ 交流・賑わいゾーンと住宅
地との中間（既存の緑地帯）
を緑地・憩いゾーンとする。

➢ 原則、各ゾーンの中に必要
な駐⾞場を整備する。

➢ 各ゾーンのイメージは次ペ
ージ以降に掲載。

８ ゾーニング案

（漁港内は使用しない）

第９回芦屋港活性化推進委員会資料抜粋
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交流・賑わいゾーン・親⽔ゾーン①
➢ 直売所

観光客や地域住⺠が新鮮な⿂介類・野菜を購⼊できる場所を
設ける。

➢ 飲⾷店（レストラン）
芦屋港周辺地域を訪れた観光客・地域住⺠が滞在できる拠点
とする

➢ サイクルステーション機能
休憩スペース、ロッカー、シャワー、⼯具等を調えたサイク
ルステーション機能を整備し、サイクリストが快適に過ごせ
る環境とする。

➢ 冬季でも楽しめる全天候型の施設
砂像の屋内展⽰、⼦どもの遊び場、⾼齢者の交流空間など
冬季でも集客できる全天候型の施設とする。

➢ 観光案内の拠点
観光情報の発信、マリンレジャーの受付（実施は⾥浜緑地
ゾーン⻄側）などを⾏う機能を設ける。

➢ 芦屋港での滞在を促進するよう⼩規模な宿泊施設

８ ゾーニング案 – 各ゾーンのイメージ 第９回芦屋港活性化推進委員会資料抜粋
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➢ 親⽔ゾーン
海沿いを歩ける遊歩道や、海や⼣陽を眺められるテラスを設
ける

➢ イベント広場（多⽬的広場）
背後には、イベントやなどに活⽤できる広場を設ける。また
バーベキューやアウトドアを楽しめるスペースも確保する。

➢ 九州⼭⼝９県災害時応援協定等の機能保持
九州⼭⼝９県災害時応援協定における「広域海上緊急輸送基
地」としての機能保持、災害時に活⽤できる空間、港湾内浚
渫⼟砂の⼀時保管スペースなど、現在有する必要な港湾機能
を保持するためのスペースを確保する

交流・賑わいゾーン・親⽔ゾーン②

第９回芦屋港活性化推進委員会資料抜粋８ ゾーニング案 – 各ゾーンのイメージ
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➢ 最⼤200隻の受⼊容量とし
て整備を⾏う。

➢ ⽔上保管と陸上保管を併⽤
する。

➢ 交流・賑わいゾーンと隣接
するため、スムースな動線
や、交流・賑わいゾーンか
らの景観に配慮した整備を
⾏う。

ボートパークゾーン
（プレジャーボート係留ゾーン）

配置イメージʻ（PB専⾨分科会報告書より）

波除堤（新設）
54.0ｍ

第９回芦屋港活性化推進委員会資料抜粋８ ゾーニング案 – 各ゾーンのイメージ
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➢ 漁港の周囲（漁港内は除く）に釣りゾーンを設ける。
ただし、ルールづくりなど漁業者や地元住⺠への配慮が
必要となる。

➢ 釣りイベントなども実施することを想定し、家族連れ等
でも安全に釣りを楽しめる環境整備を⾏う

➢ 釣りゾーンの適正な利⽤促進のため、管理棟を整備する。

釣りゾーン （漁港内は
使用しない）

第９回芦屋港活性化推進委員会資料抜粋８ ゾーニング案 – 各ゾーンのイメージ
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➢ 緑地・憩いゾーンは、豊かな緑の中に散策路を設け
（既存の施設の有効活⽤を含む）、背後の住宅地から
芦屋港に⼈を誘導していく

➢ 健康遊具の設置など、住⺠の健康増進の場と住⺠の⽇
常的な利⽤も促進していく（⽇常的な散歩コース等）

➢ 緑地・憩いゾーンの散策路は、⾥浜緑地ゾーンと⼀体
的に整備し、空間に連続性を持たせる

緑地・憩いゾーン、⾥浜緑地ゾーン

第９回芦屋港活性化推進委員会資料抜粋８ ゾーニング案 – 各ゾーンのイメージ
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９ 芦屋港活性化推進委員会における今後の検討事項

（１）推進委員会による検討事項
①芦屋港全体に関する項⽬

・詳細なゾーニング及び施設配置計画、財源及び整備⼿法、年次計画、整備及び維持管理主体、概算事業費 等

②導⼊機能に関する項⽬
・導⼊機能、施設の規模、オープンスペースの活⽤⽅法、駐⾞場の規模や配置 等

③動線に関する項⽬
・芦屋港への動線、敷地内（芦屋港内）の各施設間の動線、周辺施設との連携 等

（２）専⾨分科会による検討事項

①⽬的
芦屋港に導⼊しようとする機能のうち、事業実現可否や施設規模など詳細な検討が必要な段階にあるものについて、

具現化を図るために、専⾨的かつ集中的に検討を⾏う「専⾨分科会」を設置。
この専⾨分科会の検討結果を推進委員会による全体計画の検討に反映させる。

②設置する分科会
・直売所機能専⾨分科会
・飲⾷機能専⾨分科会
・海釣機能専⾨分科会
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③各分科会における検討内容

➢ 直売所機能専⾨分科会

検討内容

・直売所の詳細な機能、規模、動線、配置
・商圏（マーケット）の調査（⺠間活⼒がどれだけ活⽤できるかの調査）
・事業者、消費者のニーズ把握
・ランニングコスト、集客⾒込み、事業採算性
・施設設置者、管理⽅法、整備⼿法（財源等）
・施設整備までの年次計画

検討の成果
・施設配置計画の前提条件整理（規模、配置、動線など）
・施設機能の整理（周辺施設とのすみわけ、コンセプトなど）
・ランニングコスト、集客⾒込み、事業採算性
・施設の運営⽅法、整備⼿法の⽅向性の整理

委員構成

【委員候補】
・有識者（⼤学）
・遠賀郡漁業協同組合芦屋⽀所
・JA北九
・芦屋町商⼯会
・町外直売所運営者
・事業者（推進委員）

【アドバイザー】
・芦屋町地域再⽣マネージャー
・総務省地域⼈材ネット登録⼈材（道の駅専⾨）

【事務局】
・芦屋港活性化推進室／産業観光課
＊県（県⼟整備事務所）はオブザーバー

９ 芦屋港活性化推進委員会における今後の検討事項
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③各分科会における検討内容

➢ 飲⾷機能専⾨分科会

検討内容

・飲⾷店の詳細な機能、規模、動線、配置
・商圏（マーケット）の調査
・事業者、消費者のニーズ把握（⺠間事業者が参⼊する条件の把握など）
・ランニングコスト、集客⾒込み、事業採算性
・施設設置者、管理⽅法、整備⼿法（財源等）
・施設整備までの年次計画

検討の成果
・施設配置計画の前提条件整理（規模、配置、動線など）
・施設機能の整理（周辺施設とのすみわけ、コンセプトなど）
・ランニングコスト、集客⾒込み、事業採算性
・施設の運営⽅法、整備⼿法の⽅向性の整理

委員構成

【委員候補】
・有識者（⼤学）
・遠賀郡漁業協同組合芦屋⽀所
・芦屋町商⼯会
・事業者（推進委員）
・町外飲⾷店経営者（予定）
・町外飲⾷店経営者（予定）

【アドバイザー】
・芦屋町地域再⽣マネージャー
・総務省地域⼈材ネット登録⼈材（道の駅専⾨）

【事務局】
・芦屋港活性化推進室／産業観光課
＊県（県⼟整備事務所）はオブザーバー

９ 芦屋港活性化推進委員会における 今後の検討事項９ 芦屋港活性化推進委員会における今後の検討事項
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③各分科会における検討内容

➢ 海釣り機能専⾨分科会

検討内容

・施設配置、範囲（規模）、動線
・ハード整備の考え⽅（フェンスや管理棟の必要性など）
・利⽤ルール、料⾦設定の考え⽅
・施設整備者、財源、整備年次計画
・管理運営⽅法
・活⽤⽅策、周辺施設との連携事業等（イベントなど）

検討の成果
・釣りゾーンの施設配置計画の前提条件整理（配置、動線、規模）
・施設整備、整備⼿法の⽅向性の整理
・施設の運営⽅法、集客⾒込み、ランニングコスト、管理運営主体の整理

委員構成

【委員候補】
・(公財)⽇本釣振興会 福岡県⽀部
・釣具メーカー兼⼩売
・町内釣具店
・遠賀郡漁業協同組合芦屋⽀所
・釣り愛好者（町内）
・釣り愛好者（町内）

【事務局】
・芦屋港活性化推進室／産業観光課
＊県（県⼟整備事務所）はオブザーバー

９ 芦屋港活性化推進委員会における今後の検討事項
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10 今後の検討スケジュール 第９回芦屋港活性化推進委員会資料抜粋




